
船舶インシデント調査報告書 

 

                               平成２２年６月２４日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２１年１１月１９日 ２２時００分ごろ 

発生場所 北海道函館港南方沖２海里付近 

（概位 北緯４１°４３′ 東経１４０°４４′） 

インシデント調査の経過 平成２１年１２月６日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（函館事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

砂利運搬船 福
ふく

興
こう

丸、４９６トン 

１３６３９２、御前崎海運株式会社 

７２.４０ｍ×１３.００ｍ×７.３９ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３５kＷ、平成１０年１月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６２歳 

五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和４５年２月１３日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２１年５月２７日 

  免状有効期間満了日 平成２６年１２月３日 

機関長 男性 ５５歳 

四級海技士（機関） 

 免 許 年 月 日 平成１８年３月２２日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２０年１２月１６日 

免状有効期間満了日 平成２３年３月２１日 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機２番主軸受メタル、２番シリンダのシリンダライナ及びピストン等損

傷 

 インシデントの経過  本船は、船長及び機関長ほか３人が乗り組み、函館港を出港し、函館港

南方沖を航行中、平成２１年１１月１９日２２時００分ごろ、主機が異常

音を発した。 

 

 機関長は、直ちに主機を停止して点検を行ったが、異常が発見されなか

ったので再始動したところ、潤滑油の圧力が低下して自動停止した。 

船長が救援を依頼し、本船は、来援した函館市の造船所（以下「本件修

理ドック」という。）の引船にえい
．．

航されて同造船所の岸壁に接舷した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北～北西、風速 約１２～１４m/s 

 海象：波高 約１.５ｍ 

 その他の事項  本インシデント後、本件修理ドックにおいて、主機が開放された結果、

潤滑油主管から２番主軸受への枝管にウエスがあり、油路を閉塞している
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のが発見された。 

 本船は、平成２０年３月に長崎県の造船所で定期検査が行われ、主機の

ピストン抜き、主軸受メタル及びクランクピンメタルが新替えされた。 

 船舶所有者は、平成２０年６月に本船を購入した。 

 購入後の主機運転時間は、１ヶ月当たり約２００時間で、潤滑油補給量

は、１ヶ月当たり７００～９００リットルであった。 

 潤滑油こし器は、約２ヶ月ごとに掃除されており、本インシデント前に

掃除が行われたのは、平成２１年１１月１５日であった。 

 潤滑油は、潤滑油タンクから潤滑油吸入こし器を経て潤滑油ポンプに吸

引され、潤滑油冷却器、潤滑油こし器を順に通って潤滑油主管に入り、さ

らに枝管に分岐して各シリンダの軸受等を潤滑するようになっていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

不明 

なし 

本船は、函館港南方沖を航行中、主機主軸受系

統の潤滑油枝管をウエスが閉塞して潤滑油の供給

が途絶え、２番主軸受、２番ピストン及びシリン

ダライナ等が焼き付いた可能性があると考えられ

る。 

本インシデントの４日前に潤滑油こし器を掃除

した際、取り残されたウエスが２番主軸受系統の

潤滑油枝管に入り込んだ可能性があると考えられ

るが、明らかにすることはできなかった。 

原因  本インシデントは、本船が、函館港南方沖を航行中、ウエスで潤滑油枝

管の油路が閉塞されて潤滑油が途絶えたため、２番主軸受、２番ピストン

及びシリンダライナが焼き付いたことにより発生した可能性があると考え

られる。 

 




